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国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
は
、

例
年
６
月
の
議
会
に
補
正
予
算
を

提
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
５

月
に
な
る
と
前
年
度
の
決
算
見
込

額
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
額
を
も
と
に
、
改
め
て
当
該

年
度
の
予
算
額
を
算
定
す
る
た
め

で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
被
保
険
者

の
方
々
の
医
療
費
を
支
払
う
た
め
、

被
保
険
者
に
納
め
て
い
た
だ
く
国

民
健
康
保
険
税
と
国
・
県
等
の
公

費
負
担
な
ど
の
収
入
に
よ
り
運
営

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
町
村
の
保
険
給
付
に
必
要
な

費
用
は
、
県
か
ら
の
交
付
金
に

よ
っ
て
賄ま
か
なわ

れ
、
市
町
村
は
、
県

に
対
し
て
国
保
事
業
費
納
付
金
を

納
付
し
て
い
ま
す
。（
二
本
松
市

の
状
況
は【
表
①
】の
予
算
と
お

り
）

　
こ
の
た
め
、
国
民
健
康
保
険
の

税
率
は
、
県
へ
の
納
付
金
の
額
か

ら
国
・
県
等
の
公
費
負
担
な
ど
の

収
入
を
差
し
引
い
た
分
を
賄
え
る

よ
う
に
決
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
令
和
２
年
度
の
税
率【
表
②
】を

改
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
令
和
元

年
度
か
ら
の
繰
越
金
全
額
を
充
当

し
た
ほ
か
、
基
金
か
ら
２
千
万
円

を
繰
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
税

負
担
の
軽
減
を
図
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
低
所
得
者
の
国
民
健
康

保
険
税
の
軽
減
措
置
の
対
象
を
拡

充
し
ま
す
。（【
表
③
】の
と
お
り
）

【表②】令和２年度　国民健康保険税の税率等
①医療分

（基礎課税分）
②後期高齢者

支援金分
③介護
　納付金分

所得割額 6.95％
（＋0.68％）

2.95％
（+0.16％）

2.97％
（＋0.74％）

一人当たりの
均等割額

22,800円
（＋200円）

9,400円
（▲400円）

11,100円
（＋1,300円）

世帯当たりの
平等割額

16,600円
（＋200円）

6,700円
（▲400円）

5,600円
（＋600円）

世帯当たりの
課税限度額

630,000円
（+20,000円）

190,000円
（±0円）

170,000円
（＋10,000円）

※（　）内の数値は、前年度と比較した場合の増減値。
年齢ごとの納付内訳
　国民健康保険税は、加入者の年齢によって納める内容
が異なります（上の表の①〜③で表記すると次のとおり）。
40歳未満…①＋②
40～64歳…①＋②＋③
65～74歳…①＋②※介護納付金分は別に納付

歳　入 歳　出 歳出総額に占める保険給付費（医療費等）の予
算額は35億5,897万３千円で、全体の68％。

歳入予算総額に占める国民健康保険税の割
合は18％で、予算額は９億6,005万６千円。

【表①】国民健康保険特別会計 令和２年度予算（本算定）決定

その他
2.7%

事務費等
2.2%

保健事業費等
1.6%

保険給付費
（医療費等）
67.7%

国民健康保険
事業費納付金
25.8%

一般会計および
基金からの繰入金

9.1%

繰越金
1.7%

その他
0.2%

国民健康保険税
18.3%

県からの負担金、補助金
70.6%

国からの
負担金、補助金
0.1%

軽減対象として判定される世帯の所得額
７割軽減対象世帯（変更なし） 330,000円以下

５割軽減
対象世帯

変更前 330,000円+280,000円×（Ａ+Ｂ）
変更後 330,000円+285,000円×（Ａ+Ｂ）

２割軽減
対象世帯

変更前 330,000円+510,000円×（Ａ+Ｂ）
変更後 330,000円+520,000円×（Ａ+Ｂ）

※Ａ＝被保険者数　Ｂ＝特定同一世帯所属者数
※ 「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行さ

れた方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の
世帯に属する方をいいます。

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
す

【表③】低所得者の軽減措置
　
令
和
元
年
度
の
歳
入
歳
出
差

引
額
は
、
約
９
千
万
円
の
黒
字

と
な
り
ま
し
た
が
、
医
療
の
高

度
化
や
加
入
者
の
高
齢
化
に
よ

り
医
療
費
が
増
加
傾
向
に
あ
る

た
め
、
国
民
健
康
保
険
の
運
営

は
、
決
し
て
余
裕
の
あ
る
状
況

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
後
も
、
医
療
費
の
適
正
化
、

保
健
事
業
の
推
進
等
の
取
り
組

み
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
医
療

費
の
増
加
を
抑
制
し
な
が
ら
、

安
定
し
た
国
民
健
康
保
険
の
運

営
に
努
め
ま
す
。

総額52億5,835万円

�令和２年度から、条例
が改正されました。
�子育て世帯の負担を軽
くするために、基金から
の繰り入れを財源として、
子ども（18歳に達する年
度まで）の均等割額を全
額減免しています！
�申請は必要ありません。
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～ 

市
長
か
ら
の
手
紙 

～

　
国
史
跡
二
本
松
城
跡
は
、
日
本

百
名
城
の
一
つ
で
あ
り
、
歴
史
・

文
化
の
風
薫
る
二
本
松
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
り
、
市
民
の
誇
り
で
あ
り

ま
す
。
城
内
三
ノ
丸
に
は
、
か
つ

て�

「
三
ノ
丸
御
殿
」が
あ
り
、
幕

末
ま
で
政
務
が
執
り
行
わ
れ
て
お

り
ま
し
た
が
、
慶
応
４
年
戊
辰
戦

争
二
本
松
の
戦
い
で
落
城
焼
失
し

ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
市
で
は
昭
和
57
年
に

箕
輪
門
の
復
元
、
平
成
5
年
に
は

二
本
松
城
石
垣
修
築
を
進
め
る
な

ど
、
こ
れ
ま
で
30
次
に
わ
た
っ
て

発
掘
調
査
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

現
在
は
三
ノ
丸
御
殿
の
復
元
に
向

け
て
資
料
の
調
査
を
進
め
る
と
と

も
に
多
角
的
検
証
も
行
い
な
が
ら
、

実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
お
り

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
今
年
４
月
17

日
、
文
化
庁
に
お
い
て『
史
跡
等

に
お
け
る
歴
史
的
建
造
物
の
復
元

等
に
関
す
る
基
準
』が
決
定
さ
れ
、

そ
の
中
で「
歴
史
的
建
造
物
の
復

元
的
整
備（
※
）」の
定
義
に
よ
り
、

二
本
松
城
三
ノ
丸
御
殿
の
復
元
は

大
き
く
前
進
い
た
し
ま
し
た
。

　
先
般
開
催
し
ま
し
た
二
本
松
市

総
合
教
育
会
議
で
は
、
教
育
委
員

の
皆
様
か
ら
、「
三
ノ
丸
御
殿
の

復
元
は
教
育
面
で
も
意
義
が
あ
る
。

歴
史
的
建
造
物
が
あ
る
こ
と
は
観

光
、
子
ど
も
た
ち
の
誇
り
。
ぜ
ひ
、

復
元
を
進
め
て
頂
き
た
い
。」等
の

ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
二
本
松
城
は
本
市
の
歴
史
・
文

化
・
伝
統
を
継
承
す
る『
象
徴
』で

あ
り
、
全
国
へ
情
報
発
信
す
る

『
源
』。
そ
の
復
元
は
文
化
遺
産
の

価
値
を
育
む
と
と
も
に
、
永
く
後

世
に
引
き
継
ぐ
べ
き
新
た
な
文
化

資
産
の
創
造
を
図
る
も
の
で
あ
り
、

二
本
松
市
の
豊
か
な
文
化
と
そ
の

遺
産
を
世
界
に
広
め
、
ひ
い
て
は

都
市
の
品
格
を
高
め
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
「
地
方
創
生
」が
叫
ば
れ
る
今
、

地
域
に
あ
る
歴
史
や
自
然
、
そ
こ

か
ら
生
ま
れ
る
風
土
や
文
化
、
引

き
継
が
れ
る
伝
統
を
皆
で
再
認
識

し
磨
き
上
げ
る
こ
と
は
、
日
本
の

長
い
歴
史
軸
の
な
か
で
令
和
と
い

う
時
代
の「
新
し
い
文
化
」で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　
わ
が
先
哲
が
築
き
あ
げ
た
光
輝

あ
る
歴
史
的
遺
産
を
受
け
継
ぎ
未

来
へ
つ
な
げ
る
。
二
本
松
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
り
誇
り
で
も
あ
る
二
本

松
城
三
ノ
丸
御
殿
の
復
元
は
、
二

本
松
の
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
資
源
や

宝
と
し
て
永
遠
に
不
滅
の
光
彩
を

放
つ
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
市
民
の
皆
様
の
期
待
に
応
え
ら

れ
る
よ
う
、
一
歩
一
歩
着
実
な
取

り
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

※�「
復
元
的
整
備
」
…
往
事
の
歴
史
的
建
造

物
の
規
模
、材
料
、内
部
、外
部
の
意
匠
・

構
造
等
の
一
部
に
つ
い
て
、
学
術
的
な

調
査
を
尽
く
し
て
も
史
資
料
が
十
分
に

揃
わ
な
い
場
合
に
は
、
多
角
的
な
検
証

に
よ
っ
て
再
現
し
、
史
跡
全
体
の
保
存

活
用
を
推
進
す
る
行
為

市
民
が
主
役
。

二本松市長
三保　恵一

「
歴
史
ま
ち
づ
く
り
」

　
〜
よ
り
魅
力
あ
る
ま
ち
へ
〜

◎
問
い
合
わ
せ
…

・ 
資
格
、
給
付

国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

☎（
55
）５
１
０
６

Fax（
22
）１
５
４
７

・
課
税
額
な
ど

税
務
課
市
民
税
係

☎（
55
）５
０
８
５

Fax（
22
）０
７
９
０

・
納
税
な
ど

税
務
課
収
納
係

☎（
55
）５
０
８
７

Fax（
22
）０
７
９
０

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
の
更
新
に
つ
い
て

　
70
歳
か
ら
74
歳
の
方
で
国
民
健

康
保
険
加
入
者
の
方
に
、
新
し
い

有
効
期
間
の
高
齢
受
給
者
証
を
郵

送
し
て
い
ま
す
。

　
８
月
１
日
以
降
に
医
療
機
関
を

受
診
す
る
場
合
に
は
、
新
し
い
高

齢
受
給
者
証
を
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
と
一
緒
に
ご
提
示
く
だ

さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
を
お
持

ち
の
方
へ

　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新

日
は
毎
年
８
月
１
日
と
な
っ
て

い
ま
す
。
引
き
続
き
高
額
な
医
療

費
が
見
込
ま
れ
る
方
で
、
ま
だ
更

新
の
手
続
き
を
済
ま
さ
れ
て
い

な
い
方
は
、
現
在
手
元
に
あ
る
限

度
額
適
用
認
定
証
、
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
、
認
め
印
を
お
持

ち
の
上
、
交
付
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。
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国
民
健
康
保
険

　
　

健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
事
業

　

国
民
健
康
保
険
健
康
マ
イ

レ
ー
ジ
事
業
は
、
60
日
間
の
自
主

的
な
健
康
づ
く
り
の
実
践
と
特

定
健
康
診
査
の
受
診
に
対
し
て

ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
、
チ
ャ
レ
ン

ジ
目
標
を
達
成
し
た
方
へ
市
か

ら
記
念
品（
健
康
グ
ッ
ズ
）を
進

呈
す
る
も
の
で
す
。

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
が
健
康

で
あ
る
こ
と
は
、
医
療
費
支
出
額

や
国
民
健
康
保
険
税
の
負
担
の

軽
減
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
ぜ

ひ
、
こ
の
機
会
に
、
自
主
的
な
健

康
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
み
ま

せ
ん
か
。
な
お
、
記
念
品
の
進
呈

は
、
期
間
内
に
１
回
の
み
で
す
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
期
間

　
令
和
３
年
２
月
28
日（
日
）ま
で

対
象
者

　

40
歳
～
74
歳
ま
で
の
二
本
松

市
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

の
皆
さ
ん

記
念
品

　
血
圧
計
、
体
重
体
組
成
計
、
塩

分
計
、活
動
量
計
、水
筒
、Ｔ
シ
ャ

ツ
・
タ
オ
ル
の
セ
ッ
ト
等

参
加
方
法

　

国
保
特
定
健
康
診
査
の
受
診

録
・
受
診
券
に
同
封
の
二
本
松
市

国
民
健
康
保
険
健
康
マ
イ
レ
ー

ジ
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ー
ト
に
、

チ
ャ
レ
ン
ジ
の
実
践
日
を
記
録

し
、
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
詳
細
は
チ
ャ

レ
ン
ジ
シ
ー
ト
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

ま
だ
限
度
額
適
用
認
定
証
を

お
持
ち
で
な
い
方
で
、
今
後
高
額

な
医
療
費
が
見
込
ま
れ
る
方
は
、

限
度
額
適
用
認
定
証
を
提
示
す

る
こ
と
で
、
医
療
機
関
で
の
自
己

負
担
額
が
世
帯
に
応
じ
た
一
定

額
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
の

で
、
必
要
な
場
合
は
、
限
度
額
適

用
認
定
証
の
交
付
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。


